
第１回 青森県総合教育会議

日時：平成２７年５月１８日(月) 1５:３0～

場所：青森県庁南棟２階 第三応接室

次 第

１ 開会

２ 知事あいさつ

３ 議事

(１) 青森県総合教育会議の運営に関する要綱案について【資料１】

(２) 青森県教育施策の大綱案について【資料２】

４ 意見交換

５ 閉会

【参考資料】

「関係法令【地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）】」



青森県総合教育会議の運営に関する要綱案 

 
（趣旨） 
第１ この要綱は、青森県総合教育会議（以下「会議」という。）の

運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（会議の招集） 
第２ 会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１

年法律第１６２号。以下「法」という。）第１条の４第１項に掲げ

る事項の協議及び調整を行うため必要がある場合に招集する。 
 
（会議の公開） 
第３ 会議は、公開する。ただし、法第１条の４第６項ただし書の事

由があると認めるときは、協議の上、これを公開しないことができ

る。 
 
（議事録） 
第４ 会議の終了後は、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表

しなければならない。ただし、非公開の会議の議事録は、公表しな

い。 
 
（その他） 
第５ この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項

は、知事が会議に諮って定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２７年  月  日から施行する。 

資料１ 



あおもりの今と未来をつくる人づくり

青森県教育施策の大綱（案）

（平成２７～３０年度）

平成２７年５月

青 森 県

資 料 ２
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はじめに

１ 趣 旨

このたびの教育委員会制度改革の一環として、各地方公共団体の長には、当該地

方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標

（めざす姿）や施策の根本となる方針を明らかにするための「教育施策の大綱」を

策定することが求められることとなりました。

本県では、自主自立の青森県づくりを進め、「生活創造社会」を実現していく上

で、最も基本となるのは人の財（たから）、すなわち「人財」であると考えていま

す。このため、本県の総合計画である「青森県基本計画 未来を変える挑戦」では、

「教育、人づくり分野」を本県の最重点分野の一つとして捉え、生活創造社会の具

体像である「２０３０年のめざす姿」やそれを実現するための政策・施策を県教育

委員会と共有しながら、連携して計画を策定しました。県教育委員会では、この「青

森県基本計画 未来を変える挑戦」の「教育、人づくり分野」を教育基本法に基づ

く教育振興基本計画（「青森県教育振興基本計画」）としています。

このことを踏まえ、本県では、県教育委員会が定めた「青森県教育振興基本計画」

を知事が策定する「青森県教育施策の大綱」として位置づけることとし、知事と県

教育委員会が教育・人づくりのめざす姿を共有し、連携して、総合的な施策を推進

することとしました。

２ 期 間

平成27年度（2015年度）から平成30年度（2018年度）まで 【４年間】

３ 留意事項

教育に関する事務は、予算の編成・執行や条例提案など一部の事務を除き、これ

までどおり、独立の執行機関である県教育委員会の権限に属しています。その一方

で、近年の教育行政においては、知事が所管する行政分野（保健、医療、福祉、地

域振興など）との密接な連携が必要となっています。

この大綱の実施に当たっては、教育行政の中立性や継続性、安定性の確保に十分

配慮するとともに、知事と県教育委員会が十分に連携し、教育施策の総合的な推進

を図ることとします。

１
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２０３０年のめざす姿

● 夢や志の実現に向かって挑戦する青森県民

青森県の子どもは、郷土に誇りを持ち、学ぶ意義を自覚し、基礎的な学力や体力、自

主性や社会性を身に付けています。

また、多様性※を尊重する心を持ち、語学力やコミュニケーション能力を磨きながら、

夢や志の実現に向かって挑戦し、国内外で活躍するなど、新しい時代を主体的に切り拓
ひら

く人財として成長しています。

※多様性：国籍、人種、民族、性別、年齢、障害の有無など様々な違いのある人々や社会が存在することです。

● 社会全体で育む「生きる力※」

青森県では、安全・安心な教育環境の中で、社会の変化に即した子どもたち一人ひと

りの個性と能力を伸ばす教育活動が行われています。

また、保育所や幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学といった関係機関相互の「縦

の連携」と学校、家庭、地域の「横の連携」が強化され、社会全体で子どもたちの「生き

る力」が育まれています。

※生きる力：これからの社会に必要となる、自ら学び自ら考える力などの「確かな学力」、他人を思いやる心などの「豊かな人

間性」、たくましく生きるための「健康と体力」、これらの調和のとれた力のことです。

［めざす理由］

グローバル化など変化が激しい社会環境の中で、ふるさとにいても、また、ふるさ

との地を遠く離れていても、ふるさとを思い、愛する気持ちを礎として、気概を持って

立ち向かっていく人財を育てることが、本県発展の原動力となり、持続可能な青森県

づくりにつながるのです。

２



- 3 -

● 人が育ち、磨かれ、活躍する青森県

青森県では、若者や女性などの人財が、地域の魅力を理解し、地域の資源を生かし

た生業づくりや地域づくりに取り組むリーダーとして切磋琢磨しながら活躍しています。

また、青森県では、県内の人財と国内外の人財をつなぎ、協働を進める核となる人財

が活躍しています。

［めざす理由］

人口減少が進む中、各分野の未来を担う人財の活躍を推進することが、本県の活

性化には必要です。

● 生きがいを感じ、心豊かに暮らせる地域

青森県は、多様な生き方、働き方を選択できる地域になっています。

また、県民は、余暇を利用しての学習活動やボランティア活動などに積極的に取り組

み、地域と関わる活動を通して、誰もが生きがいを感じながら心豊かに暮らしています。

［めざす理由］

県民が、多様な生き方、働き方を選択できることで、学びたい時に学ぶことがで

き、ボランティア活動などの地域活動にも参加しやすくなるほか、家庭においては、

子育て期や中高年期といった人生の各段階に応じた様々なライフスタイルを選択で

きるようになるのです。
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● 歴史・文化が息づく青森県

県民は、郷土の歴史・文化に対する誇りや高い意識を持っています。

また、青森県では、芸術文化に触れる機会が増えており、郷土の伝統文化や歴史的

な文化遺産が県民共通の財産として継承されています。

さらに、三内丸山遺跡に代表される縄文文化の価値が、国内外に認識されています。

［めざす理由］

県民が、郷土の歴史・文化に誇りや高い意識を持ち、様々な場面で、本県の良さを

伝えることができるようになることで、県民共通の財産である歴史・文化が引き継が

れていきます。

● スポーツが盛んな青森県

県民は子どもから高齢者まで、誰もがスポーツに親しんでいます。

また、青森県は、全国大会などで活躍する選手やスポーツ活動を支える人財などを

多く輩出しています。

さらに、こうした人財が活躍し、県内外から人が集まる交流拠点となっているととも

に、各地域が活性化しています。

［めざす理由］

年間を通してスポーツに親しむ環境づくりや、全国大会などで活躍できる選手の育

成、スポーツを通じた地域づくりの推進などが、県民の健康で豊かな生活の実現と、

地域の活性化につながります。
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政策・施策体系３

１ あおもりの未来をつくる人財の育成

（１）青森を理解し青森を発信できる人づくり

（２）一人ひとりが輝く「知・徳・体」の調和のとれた人づくり

（３）一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進

２ あおもりの今をつくる人財の育成

（１）活力ある地域づくりのための人づくり

（４）安全・安心で子どもの多様な個性と能力を伸ばす教育環境の整備

（５）夢や志を持ち、創造力豊かなたくましい人づくり

（６）学校・家庭・地域が連携し社会全体で取り組む「生きる力」の育成

３ あおもりの今と未来をつくる文化・スポーツの振興

（１）歴史・文化の継承と発信

（２）豊かなスポーツライフの実現

（２）豊かな学びと社会参加活動の拡大
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各政策・施策

１ あおもりの未来をつくる人財の育成

「生活創造社会」を実現していくため、未来の青森県づくりの基盤となる人財の育成に

取り組みます。

子どもたちが、郷土に誇りを持ち、志を抱き、これからの社会で自立するための力や国

際的視野を身に付け、創造性を発揮しながら積極果敢に挑戦し、国内外で活躍できる人財

として成長するように、学校、家庭、地域が一体となって取組を進めます。

（１）青森を理解し青森を発信できる人づくり

郷土の歴史・文化の価値、自然や産業の持つ魅力を理解し、国内外に誇りを持っ

て青森を発信できる人財の育成に取り組みます。また、世界の国や地域の文化と伝

統について関心と理解を深める教育を通じて、多様性を尊重する心を育み、国際社

会に貢献できる人財の育成に取り組みます。

【主な取組】

￭ 郷土の歴史・文化、県内の産業・職業などを学ぶため、体験を重視した活動の充実に

取り組みます。

￭ 郷土の資源を活用した児童生徒の主体的な活動を推進します。

￭ 社会教育施設を活用するなど、豊かな自然に触れる活動の充実・強化に取り組みます。

￭ 語学指導を行う外国青年やシニア海外ボランティア経験者などの知見を活用し、コミ

ュニケーション能力の育成を重視した外国語教育の充実と異文化理解の促進に取り組み

ます。

￭ 国際的視野を育み、日本と青森の魅力などを発信できる人財の育成に取り組みます。

（２）一人ひとりが輝く「知・徳・体」の調和のとれた人づくり

確かな学力※、豊かな心、健やかな体の調和のとれた人間性豊かな子どもを育成す

るため、基礎的な知識・技能やコミュニケーション能力を育むとともに、それらを

活用して、自ら考え、判断し、表現する力や、学習意欲の向上に取り組みます。

また、他人を思いやる心・命を大切にする心や規範意識・倫理観の醸成、健康教

育の推進、体力の向上など豊かな心と健やかな体の育成に取り組みます。

※確かな学力：基礎的・基本的な知識・技能に加え、思考力・判断力・表現力、学習意欲などを含めた幅広い学

４
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力のことです。

【主な取組】

￭ 小・中・高等学校の連続性と発展性のある学習指導や生徒指導に取り組みます。

￭ 少人数学級編制の実施などにより、教員が一人ひとりの子どもと向き合う時間を確保

し、きめ細やかな指導の充実に取り組みます。

￭ 児童生徒の思考力、判断力、表現力の向上を通して課題解決能力を身に付けるための

取組を進めます。

￭ 児童生徒のコミュニケーション能力と創造力の効果的な育成に取り組みます。

￭ 医師をめざすなど将来への志を持った高校生を支援します。

￭ 家庭や地域と連携した、いじめ、不登校、問題行動への対策・支援を充実させます。

￭ 食育を始めとする健康教育や体育を推進します。

￭ 命を大切にする心を育む県民運動を推進します。

￭ 幼稚園、保育所などとの連携を図り、幼児期における教育の促進に取り組みます。

（３）一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育※の推進

障害のある子どもたちが持てる力を最大限に発揮して自立や社会参加ができるよ

う、一人ひとりの特性や成長に応じた適切な指導に取り組みます。また、医療・保

健・福祉・労働など関係機関とのネットワークを活用した特別支援教育に取り組み

ます。

※特別支援教育：これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、学習障害(ＬＤ)、注意欠陥／多動性障害(ＡＤＨ

Ｄ)、高機能自閉症を含めて、障害のある幼児、児童、生徒の自立や社会参加に向けて、適切な教育や指導を通じ

て必要な支援を行うものです。

【主な取組】

￭ 通常学級に在籍する発達障害などのある児童生徒に対する指導・支援を充実させます。

￭ 保護者及び医療・保健・福祉・労働などの関係機関との連携により、障害のある幼児

・児童・生徒の自立と社会参加に向けた職業教育や進路指導を充実させます。

￭ 障害のある児童生徒などへの支援充実と教員の専門性向上に取り組みます。
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（４）安全・安心で子どもの多様な個性と能力を伸ばす教育環境の整備

学校施設の耐震化や、情報化に対応する教育の推進、地域間で差のない教育環境

の確保など、安全・安心で子どもの個性と能力を伸ばす教育環境の充実に取り組み

ます。

【主な取組】

￭ 学校における安全確保の充実や安全教育を進めます。

￭ 私学教育の振興に取り組みます。

￭ 学校図書や教材などの整備や学校の情報化を進めます。

￭ キャリア教育や情報活用能力の育成を始めとする情報教育などを推進するため、教員

の実践的指導力、授業力の向上を図る教員研修を充実させます。

（５）夢や志を持ち、創造力豊かなたくましい人づくり

子どもたちが、夢や志の実現に向けて、創造力などを生かして果敢にチャレンジ

する人財として成長するよう、「人とのかかわり」や「体験活動」を通じて、社会的

・職業的自立のために必要な能力や態度を育成する地域ぐるみのキャリア教育の充

実に取り組みます。

また、大学や高等専門学校など高等教育機関相互、あるいは高等学校、大学、職

業教育訓練機関などの間における連携促進により人財育成機能の向上を図り、地域

で活躍する人財の育成を進めます。

【主な取組】

￭ 小学校から高等学校まで、それぞれの発達段階に応じ、社会人・職業人としての自立

に向けて必要な資質・能力・態度を育成します。

￭ 学校と家庭、地域の企業・ＮＰＯなどの関係機関と連携・協力し、キャリア教育を支

援するための仕組みづくり、人づくりを進めます。

￭ 大学との連携による高校生のキャリア形成に取り組みます。

￭ 大学生などを対象とした専門的・実践的な技術習得を促進します。

￭ 若年者の就業意識や起業意識の育成、県内企業などへの就職支援に取り組みます。

￭ 専門高校※などの人財育成機能の向上のため、専門高校と大学、企業、公共職業能力

開発施設などが連携した課題研究の実施や技術者の育成などに取り組みます。

※専門高校：農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉など職業に関する教育を行う高等学校のことです。
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（６) 学校・家庭・地域が連携し社会全体で取り組む「生きる力」の育成

家庭は全ての教育の出発点であり、親子が共に学び、育ち合う家庭教育を支援す

るとともに、学校・家庭・地域の様々な人々のつながりにより、社会全体で子ども

の「生きる力」を育む取組を進めます。

【主な取組】

￭ 学校・家庭・地域が連携し子どもを育む仕組みづくりを進めます。

￭ 家庭の教育力※向上に向けた支援に取り組みます。

￭ 異世代交流活動の促進など、子どもの放課後対策※の充実に取り組みます。

￭ 困難を有する子ども・若者を総合的に支援する体制づくりに取り組みます。

※家庭の教育力：家庭において、基本的な生活習慣や倫理観、自立心や自制心、社会的マナーなどの基礎的な資質を育

んでいく力のことです。

※子どもの放課後対策：放課後や週末などに小学校の余裕教室などを活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点を

設け、地域の多様な方々の参画を得て、学習活動や体験・交流活動を推進することです。
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２ あおもりの今をつくる人財の育成

人口減少や少子化、高齢化などが急激に進行する中で、本県の各地域を活性化させるた

め、環境変化に対応し、チャレンジする人財の育成に取り組みます。

各分野において、シニア世代が持つ知識・経験なども生かしながら、今をつくる若者や

女性などのリーダーを育成します。

また、本県の人財と国内外で活躍する人財とのネットワークづくりを進め、自主的な取

組の協働につなげるほか、持続的に人財を輩出する仕組みづくりに取り組みます。

さらに、県民が生きがいを感じ豊かに暮らせる環境づくりを進めます。

（１）活力ある地域づくりのための人づくり

地域の資源を生かした観光やものづくりなどの生業（なりわい）づくりに取り組

むリーダーや地域の課題解決を支える人財を育成します。

また、異業種間、異世代間、国内外の人財をつなぐ核となる人財の育成を進めま

す。

【主な取組】

￭ 産学官金が一体となって、各分野の生業づくりや地域づくりをけん引するリーダーの

育成に取り組みます。

￭ 県内で活躍する人財と国内外で活躍する人財とのネットワーク化に取り組みます。

￭ 子どもや若者が目標とできる人財の発掘・活用に取り組みます。

￭ 県民のチャレンジ精神を育成し、創業・起業、地域活性化などの取組を促進します。

￭ 異文化を理解し、グローバルな視野を持って国内外で活躍する人財の育成に取り組み

ます。

￭ 地域中小企業や先端産業分野における技術者の育成・確保に取り組みます。

￭ 若年者や離職者の早期就業を図るため、即戦力となる人財の育成に取り組みます。

￭ 地域の観光産業をけん引する人財の育成に取り組みます。

￭ 地域の活力の再生・創出を支える人財の育成に取り組みます。
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（２）豊かな学びと社会参加活動の拡大

県民の生きがいづくりや心豊かな暮らしを支えるため、県民が、学びたいときに

学べる機会づくりや、その学習成果を生かしてボランティア活動やＮＰＯ活動など

の地域活動に取り組める環境づくりを進めます。

【主な取組】

￭ 大学や企業、ＮＰＯなどの関係機関と連携して多様な学びの機会を充実させるほか、

学びを生かした活動の場づくりに取り組みます。

￭ ボランティア活動やＮＰＯ活動などの促進に向けた環境整備に取り組みます。

￭ 地域活動などにおいて、シニア世代を生かした取組を進めます。

￭ 子どもの読書活動の推進など、ニーズを捉えた図書館サービスの充実に取り組みます。

３ あおもりの今と未来をつくる文化・スポーツの振興

本県の歴史・文化を未来へ継承していくため、その継承や情報発信の強化に取り組みま

す。

また、芸術文化に、より親しむ環境づくりを進めるため、芸術分野における人財の育成

や子どもたちが芸術文化活動に参加する機会づくりに取り組みます。

さらに、県民の健康づくりや地域活性化の一助とするため、誰もがスポーツに親しめる

環境づくりや、スポーツに携わる人財の育成などに取り組みます。

（１）歴史・文化の継承と発信

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録をめざす取組や県立郷土館など

における資料の収集、保存、公開の取組などを通じて、本県の歴史・文化を国内外

へ強力に発信するほか、価値ある文化財の適切な保存、伝統文化の鑑賞・体験の機

会充実を図ることで、次代へと伝えます。
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【主な取組】

￭ 縄文遺跡群の世界遺産登録に係る学術的価値の浸透や縄文遺跡群一体での効果的な魅

力発信に取り組みます。

￭ 県立郷土館などによる資料の収集、保存、公開を行うとともに、県民に対する情報発

信の強化に取り組みます。

￭ 文化財の保存と県内外への情報発信に取り組みます。

￭ 伝統文化の継承を推進するとともに、鑑賞し、体験する機会の充実に取り組みます。

（２）豊かなスポーツライフの実現

県民が年間を通して、継続的にスポーツに取り組める環境を充実させるほか、全

国大会などで活躍できる選手の育成や指導者の育成などに取り組み、県民の健康づ

くりやスポーツによる地域活性化を進めます。

【主な取組】

￭ 総合型地域スポーツクラブ※の育成支援など年間を通してスポーツに親しめる環境づ

くり、県民の健康づくりに取り組みます。

￭ スポーツ科学※の活用などにより競技力を向上させるとともに、指導者の育成に取り

組みます。

￭ 地域のスポーツ活動を支える人財の育成に取り組みます。

￭ スポーツを通じた地域活性化に取り組みます。

￭ スポーツ活動推進のための情報発信などに取り組みます。

※総合型地域スポーツクラブ：子どもから大人まで、様々なスポーツを愛好する人が、初心者からトップレベルまでそ

れぞれの趣向・レベルに合わせて参加できるという特徴を持ち、地域住民が自主的・主体的に運営するスポーツクラ

ブのことです。

※スポーツ科学：スポーツを研究対象とする科学の総称。本県では、スポーツ科学を活用した競技力向上などを目的に

青森県スポーツ科学センターを開設し、専門的な測定機器による体力測定やスポーツ活動における動作の分析、スポ

ーツ傷害から回復させるリハビリテーションなどの各種コンテンツの提供などを行っています。
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